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委員会活動　 常議員、法律扶助・法律相談運営委員会、子供の権利に関する委員会、
　　　　　　　　　税務特別委員会、司法修習委員会、人事委員会委員歴任
　　　　　　　　　日本弁護士連合会代議員
研究部活動　 倒産法研究部、遺言信託研究部

　　　　　　　　 東京家庭裁判所調停委員
法務省　　　　法務省人権擁護委員（平17.6まで）

氏名
大塚孝子
大塚孝子法律事務所
〒103-0073
千代田区九段北４－１－５市ヶ谷法曹ビル

あっせん人・仲裁人としてのコメント

809
０３－３２６２－７１４１

住所

昭和56年4月　弁護士登録

totsuka-law@guitar.ocn.ne.jp

借地借家　　親族　　相続　　不動産取引（売買・賃貸借）　ドメステックバイオレンス

セクハラ

経験ある分野・担当可能な分野

当事者間で話がつかないことも、あっせん・仲裁人が入ることで、話し合いの糸口
ができ、円満解決が図れることがあります。あっせん・仲裁人は公正な立場で話し
合いのお手伝いをします。

０３－３２６２－７１４２

相談業務　　　オアシス登録

裁判所　　　　東京簡易裁判所司法委員（平15.3まで）

自治体　　　　教育委員（平19.3まで）

主な経歴

写真貼付


